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厚生労働省 HP「フレックスタイム制のわかりやすい解説＆導入の手引き」はこちら

4 月

実労働時間（a）

5 月 6 月 合計

220.0 180.0 140.0 （A）540.0

週平均 50 時間となる労働時間数（b） 214.2 221.4 214.2 －

週平均 50 時間を超える労働時間数（c=a-b）

実労働時間（a）

週平均 50 時間となる労働時間数（b）

週平均 50 時間を超える労働時間数（c=a-b）

5.8 0 0 （C）5.8

法定労働時間の総枠 －

－

（D）520.0
法定労働時間の総枠を超える時間数 （E=A-C-D）14.2

4 月 5 月 6 月 合計

220.0 180.0 140.0 540.0

214.2 221.4 214.2 －

5.8 0 0 5.8

働き方改革 フレックスタイム制の改正
Part.3

清算期間の上限が｢1 ヶ月を超える｣場合の時間外労働の計算

ステップ

❶

ステップ

❷

清算期間における法定労働時間の総枠 ( 計算式︓HP 通信 260 号参照 )､
各月の週平均 50 時間となる月間の
労働時間数 ( 計算式︓右記を参照 ) を計算し､
フレックスタイム制の枠組みを把握する。

各月ごとに､週平均 50 時間を超えた時間を時間外労働としてカウントする。
4 月の実労働時間 [220 時間 ] －週平均 50 時間となる労働時間数 [214.2 時間 ]＝5.8 時間分の割増賃金が発生する。

この分は時間外労働としてカウントする

ステップ

❸
清算期間終了後に､法定労働時間の総枠を超えて労働した時間を時間外労働としてカウントする。

実労働時間 (A) から、Step.2 で清算した時間 (c) を除き、
法定労働時間の総枠 (D) を超える時間 (E=A-C-D)14.2 時間を時間外労働としてカウントする。

計算により､法定労働時間の総枠は 520 時間､週平均 50 時間となる月間の労働時間数は､
4 月は 214.2 時間､5 月は 221.4 時間､6 月は 214.2 時間となる。

●清算期間を 4 月 1 日～ 6 月 30 日の 3 ヶ月とし､
　実労働時間が右のようになった場合の事例

今回の事例では､Step.1 ～ Step.3 により 4 月の賃金支払日に 5.8 時間分､
6 月の賃金支払日に 14.2 時間分の割増賃金を支払います。

まとめ

第 3 回目は､清算期間の上限が
｢1 ヶ月を超える｣フレックスタイム制の
時間外労働の計算方法事例を記します。

4 月

実労働時間

5 月 6 月 合計

220.0 180.0 140.0 540.0

週平均 50 時間となる
月間の労働時間数 50 時間

清算期間の暦日数
7 日

＝ ×

https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf

